
 
雇用保険電子申請手続きのお問い合わせ先 

電子申請手続きをした届出等について、お問い合わせが必要な場合は下記のお問い合わせ先までお願いいたします。 

※直前に雇用されていた事業所からの離職手続きが遅れ、取得届が処理できない場合や６ヶ月以上遡っ

て取得・喪失届が提出された場合、離職票の訂正・補正手続き等については従来どおり管轄のハローワー

クが取り扱います。 

※労働者の方が行う求職者給付関係、就業促進給付関係及び教育訓練給付関係の手続きについては、

管轄のハローワークへお問い合わせください。 


